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大分市救急医療電話相談事業（♯7119）運営業務 

公募型プロポーザル実施要領 

１．適用範囲  

 本要領は、大分市救急医療電話相談事業（♯7119）運営業務を委託する事業者を公募型プロ

ポーザル方式により選定するにあたり、その募集手続き等必要な事項を定めるものとする。  

 

２．委託業務の概要  

 （１）委託業務名  

大分市救急医療電話相談事業（♯7119）運営業務  

 （２）委託期間  

① 委託期間  

令和６年７月１日から令和７年３月３１日まで  

② 準備期間 

令和６年７月１日から令和６年９月３０日までの間、本業務委託の受託者は、受託者

の負担で委託業務を履行するための準備期間として、必要な対応を行うこと。  

③ 履行期間  

      受託者は、令和６年１０月１日から令和７年３月３１日まで委託業務を履行するこ

と。  

 （３）委託業務の概要  

   急な病気やケガ等について大分市内に居住又は滞在している方（以下「相談者」と 

いう。）からの電話による相談を受け付け、適切な対処方法や医療機関受診・救急車の 

要否について助言を行う。さらに相談者が希望する場合には、医療機関の案内を行   

う。 

 また、休日夜間当番医、救急医療機関、その他救急医療に必要な体制に関する情報 

を収集し、医療機関の受診を助言する際に情報提供を行う。 

       ※詳細は大分市救急医療電話相談事業（♯7119）運営業務仕様書で確認すること。  

 （４）委託上限金額  

 １０，７００，０００ 円（消費税及び地方消費税の額を含む。）  

 

３．参加資格  

次に掲げる要件を全て満たしていること。  

（１）法人格を有している者であること。  

  （２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない

者及び同条第２項の規定に基づく大分市の入札参加制限を受けていない者であること。 

  （３）公告日から契約締結日までにおいて、大分市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要

綱（平成２４年大分市告示第３７７号）に基づく排除措置期間中でないこと。 

  （４）公告日から契約締結日までにおいて、大分市物品等供給契約に係る指名停止等の措置に関

する要領（平成２１年告示第５５３号）に基づく指名停止期間中でないこと。 

  （５）参加申込書提出時点において、３月以内に、手形交換所で手形若しくは小切手の不渡りを

出した事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等を受けた事実がある者でないこ

と。 



2 

 

（６）国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

  （７）公告日から過去５年以内に、国又は地方公共団体より、同種又は類似する業務を受託して

いること。 

    ※同種業務とは、公告日から過去５年間の間に、国又は地方公共団体から受託した♯7119

業務とする。類似業務とは、公告日から過去５年間の間に、国又は地方公共団体から受託

した、＃7119類似番号や＃8000による電話相談業務や、その他の医療・保健に関する電

話相談業務とする。 

 

４．日程  

令和６年４月１０日（水） 公告  

令和６年４月１７日（水） 質問票提出締切 

令和６年４月３０日（火） 参加表明書提出締切 

令和６年５月１５日（水） 企画提案書提出締切  

令和６年６月上旬頃    受託候補者選定委員会開催予定（プレゼンテーション、選定） 

令和６年６月下旬頃    契約締結予定  

 

５．手続き等  

（１）担当部局（書類の提出先及び問合せ先）  

〒８７０－８５０６  大分県大分市荷揚町６番１号 

大分市保健所 保健総務課 総務企画担当班 

電話番号 ０９７－５３６－２２２２ 

※電子メールにより連絡を行う場合は、電話で到達確認を行うこと。 

※送付先メールアドレス：hokensomu@city.oita.oita.jp 

（２）説明会について  

本件業務にかかる説明会は開催しない。  

（３）質問の受付  

① 受付期間  

令和６年４月１７日（水）午後５時００分まで  

② 受付方法  

質問票（様式１）に必要事項を記載し、（１）の担当部局に電子メールにて送付後、必

ず電話にて送付した旨を連絡すること。 

なお、電子メールでの質問は題名の最初に＜大分市救急医療電話相談事業（♯7119）

運営業務委託事業者募集への質問＞と明記すること。  

③ 回答方法  

インターネットの「大分市保健所保健総務課」ホームページに随時公表する。  

※質問者への個別の回答は行わないものとする。  

※公表の際、質問者名は明示しない。  

（４）参加表明書、同種又は類似業務の受託実績の提出  

本プロポーザルに参加を希望する者は、必ず参加表明書及び同種又は類似業務の受託 

実績を提出期限までに 1部提出すること。参加表明書提出後に、参加を辞退する場合 

は、辞退届（様式任意）を速やかに提出すること。 

  ① 提出期限  
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令和６年４月３０日（火）午後５時００分まで  

② 提 出 先  

（１）の担当部局  

③ 提出方法  

電子メールにて送付後、必ず電話にて送付した旨を連絡すること。  

④ 提 出 物   

ア. 参加表明書（様式２）  

イ. 同種又は類似業務の受託実績（様式３） 

同種業務とは、公告日から過去５年間の間に、国又は地方公共団体から受託し

た＃7119業務とする。類似業務とは、公告日から過去５年間の間に、国又は地

方公共団体から受託した、＃7119類似番号や＃8000による電話相談業務や、そ

の他の医療・保健に関する電話相談業務とする。 

※契約書（写）等、当該実績の内容が確認できる資料を添付すること。  

ウ. 納税証明書又は完納証明書（発行後３か月を超えないもの） 

・「法人税」と「消費税及び地方消費税」に未納税額がないことの税務署発行の最 

新事業年度（年）の証明書 

・大分市で課税がある場合は、大分市が発行する完納証明書 

上記以外の場合は本店所在地の市町村が発行する完納証明書又は法人市町村民税の

納税証明書（ただし、本店所在地が東京２３区内の場合は、都税事務所が発行する

法人住民税納税証明書） 

エ. 暴力団排除に関する誓約書（様式４） 

 

（５）企画提案書等の提出  

① 提出期限  

令和６年５月１５日（水）午後５時００分まで  

② 提 出 先  

（１）の担当部局  

③ 提出方法  

持参又は郵送に限る  

      ア．持参の場合は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法 

律第１７８号）に規定する祝日を除く午前９時００分から午後５時００分 

までとする。  

      イ．郵送の場合は、提出期限必着とし、担当者に事前に電話連絡の上、書留郵便 

により提出すること。  

④  提 出 物  

ア. 参加申込書（様式５）  

イ. 事業者概要書（様式６）＜正１部、副１９部＞  

会社概要などがあれば添付すること。（法人等の定款、役員名簿など）  

ウ. 業務担当予定者名簿（様式７）＜正１部、副１９部＞  

エ. 企画提案書（様式任意。サイズはＡ４）<正１部、副１９部>  

    企画提案書は次に示す事項を踏まえ、具体的に記載すること。  
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a. 必要な人材を長期的に確保するための取組や体制整備状況を明記すること。  

b. 本業務の実施体制（回線数や、相談対応員の人数、医師の配置体制及び組織体制

等）を具体的に明示すること。 

c. 応答率の確保や向上に向けた取組について明記すること。  

d. 相談対応内容の事後検証の方法や体制を具体的に示すこと。 

e. 本業務の品質向上のための電話対応能力や知識の向上に関する取組や体制を具体

的に示すこと。 

f.スタッフに感染症等による出勤停止が発生した場合や、地震等の災害が発生した

場合等に対応した事業継続体制を具体的に示すこと。  

g.本業務において取り扱う個人情報を適切に処理するための具体的な業務実施体制

や工夫、研修対策を示すこと。  

h.上記の各項目について、ノウハウを活用したより良質なサービス提供や、事業実

施にあたっての考え方などについて、ＰＲを含めて具体的に記述すること。 

なお、解説図や表、イラスト等を用いてもよい。  

※留意事項  

a.企画提案書の作成にあたっては、「大分市救急医療電話相談事業（♯7119）運営業

務運営事業者選定に係る審査基準」を参考とすること。  

b.文字サイズは、１０．５ポイント以上とすること。  

c.言語は日本語、通貨は日本円、単価は日本の標準時及び計量法の法定計量単位に

よるものとすること。  

d.用紙は日本工業規格Ａ４片面印刷とすること。  

e.企画提案書は、１５ページ以内（表紙を含む。ただし、２０分以内で説明可能な

ページ数）とすること。  

オ. 見積書（様式８）<正１部、副１９部>   

 

⑤ その他  

１事業者につき１提案とし、提出期限後における内容の変更は認めない。  

 

６．委託事業者の選定  

（１）企画提案書等の評価  

① 企画提案書等の評価は、大分市救急医療電話相談事業運営業務受託候補者選定委員会

（以下「選定委員会」という。）において、「大分市救急医療電話相談事業（♯7119）

運営業務運営事業者選定に係る審査基準」（別紙）に基づき公正に審査を行うものと

し、各選定委員の採点結果を合計した点数を提案者の得点とし、最も評価の高い一事

業者を受託候補者とする。なお、第一順位の受託候補者との協議・契約が不調となっ

た場合は、次順位受託候補者と契約締結に向けた協議を行う。 

② 提出のあった提案書等については、プレゼンテーション及びヒアリングを行う。審査

は以下の事項に留意して行う。 

ア. 応募者多数の場合は、プレゼンテーション及びヒアリングに先立ち書類選考を行 

    う場合がある。 

イ. プレゼンテーション及びヒアリングは対面で行う。 

ウ. プレゼンテーション及びヒアリングは企画提案書等の受付順で行う。 
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エ．提案が複数ある場合は、各選定委員の合計得点の総計が最も高い得点を獲得した

者、かつ、選定委員会の合議により認められた者を、受託候補者として選定す

る。 

オ．提案者が１者の場合、選定委員の合議により認められたものについては、受託候

補者として特定することとする。 

カ．審査の結果、最高得点が２者以上であった場合は、選定委員会の合議により受託

候補者を特定する。この場合、評価基準のうち比重の高い評価項目の得点を考慮

する。  

③ プレゼンテーションには、統括責任者等の業務全体を把握する立場にある者（必ず出

席）、予定担当者（必要に応じて出席）が出席すること（計３名以内）。時間配分は１ 

提案者あたり３５分（内訳はプレゼンテーション２０分、質疑応答１５分）とする。  

④ プレゼンテーションは、事前に提出した企画提案書に沿って行うものとし、企画提案

書の改変や、新たな資料の提出は認めない。 

（２）失格事項  

提案者が次に掲げる場合に該当するときは、失格とする。  

① ３に示した参加資格要件が備わっていないとき。  

② 企画提案書等に虚偽又は不正があったとき。  

③ 提出された企画提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、そ

の補正に応じないとき。  

④ 一以上の評価項目についての記載がなかったとき。  

⑤ ２（４）に定める委託上限金額を超える見積書が提出されたとき。  

⑥ プレゼンテーションに不参加のとき。  

⑦ その他不正な行為があったとき。  

（３）審査結果  

選定結果は、企画提案書を提出した事業者のみに対して文書により通知する。なお、通知

後速やかに、業務名、受託候補者名、次順位受託候補者、参加事業者名について、大分市

ホームページへの登載により公表するものとする。  

 

７．契約 

（１）受託候補者は、通知があり次第、市と仕様や契約に関する協議を行い、委託業務契約書を 

   締結した後、必ず令和６年１０月１日（火）午後７時から電話相談業務を開始すること。  

（２）契約額は、企画提案書に記載された見積額がそのまま採用されるのではなく、受託候補者 

   との協議により業務仕様書を確定した後に決定する。なお、この協議が不調に終わった場 

   合には、審査において次点となった次順位受託候補者と同様の手続きを行うこととする。  

（３）当企画提案書でなされた有効な提案については、必ず実施すること。  

（４）企画提案書、参加申込書その他に虚偽の記載をした場合は、当該業務の企画提案書等を 

     無効とし、契約締結後には、契約を解除することがある。  

（５）本業務を受注しようとする者は、以下の遵守事項を理解した上で受注すること。 

① 公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正に履行すること。  

   ② 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

ア.最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同 
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法第３条に規定する最低賃金額（同法７条の規定の適用を受ける労働者につい 

ては、同条の規定により減額して適用される額をいう。）以上の賃金 

（労働基準法第１１条に規定する賃金をいう。以下同じ。）を支払うこと。  

イ.健康保険法第４８条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意 

継続被保険者を除く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。  

ウ.厚生年金保険法第２７条の規定による被保険者（同条に規定する７０歳以上の 

使用される者を含む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。  

エ.雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定によ 

る届出を行うこと。  

オ.労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を 

行うこと。  

③ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他者 

が雇用する労働者の派遣を受けようとするときは、当該他者に対し、この遵守事項 

を周知し、遵守するように指導すること。  

（６）業務開始前に医療賠償責任保険に加入し、その保険証券の写しを提出すること。  

（７）その他の定めのない事項については、地方自治法、同法施行令及びその他関係法令及びそ 

の他大分市が制定する関係条例・規則等に従うものとする。  

  

８．その他企画提案等にかかる留意事項 

（１）この企画提案に参加する者は、参加表明書の提出をもって、この実施要領の記載内容を承 

諾したものとみなす。  

（２）提出された書類は返却しない。また、提出した企画提案書を市に無断で他に使用するこ 

   とはできない。  

（３）提出された提案書等は、審査業務に必要な範囲において複製を行う場合がある。  

（４）採択された事業計画・事業提案は、市との協議等により修正・変更を行う場合がある。  

（５）市の条例等に基づき、企画提案書等を提出した者の名称、審査結果概要等の情報公開を 

   行う場合がある。市民等から情報公開の請求に応じて、企画提案書等の情報開示を行う 

   場合がある。  

（６）企画提案書等の提出後、契約締結までの手続き期間中に応募資格を欠くこととなった場合 

は、契約締結にかかる資格を失うものとする。その場合、選定において次に評価の高い事 

業者と契約に向けた手続きを行う。  

 

以 上  


